
 

 

 

７
年
８
ヶ
月
続

い
た
安
倍
政
権

に
変
わ
り
、
政
権

を
支
え
て
き
た

   （１） 

 

 

 

２
０
１
４
年
５
月
に
東
京
地

裁
、
６
月
に
大
阪
地
裁
に
提
訴

し
た
東
日
本
・
西
日
本
の
郵
政

労
働
契
約
法
２
０
条
裁
判
（
第

一
次
訴
訟
）
は
、
地
裁
・
高
裁

で
格
差
是
正
の
勝
利
判
決
を
勝

ち
取
り
、
最
高
裁
に
上
告
さ
れ

て
い
ま
し
た
。 

９
月
１
０
日
午
後
か
ら
最
高

裁
で
東
日
本
・
西
日
本
裁
判
の

弁
論
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

西
日
本
で
は
１
８
席
、
東
日
本

で
は
１
７
席
の
傍
聴
席
を
求
め

て
、
多
く
の
組
合
員
、
支
援
者

が
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
支
援
者

の
中
に
は
同
じ
労
働
契
約
法
２

０
条
で
た
た
か
う
大
阪
医
科
薬

科
大
学
や
メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
の

仲
間
も
参
加
し
ま
し
た
。 

日
本
郵
政
は
一
貫
し
て
正
社

員
に
は
、
長
期
雇
用
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
付
与
が
必
要
で
あ

り
、
非
正
規
社
員
は
短
期
雇
用

で
あ
り
必
要
な
い
と
主
張
し
て

い
ま
す
。
原
告
の
組
合
員
は
１

０
年
以
上
も
働
い
て
い
る
非

正
規
社
員
で
あ
り
、
日
本
郵
政

の
全
社
員
の
半
分
の
１
９
万

人
が
非
正
規
社
員
で
彼
ら
が

い
な
い
と
業
務
が
回
ら
な
い

現
実
が
あ
り
ま
す
。
今
だ
に
日

本
的
経
営
が
ど
う
か
を
格
差

の
根
拠
に
す
る
会
社
側
弁
護

団
は
明
ら
か
に
時
代
遅
れ
で

す
。
弁
護
団
は
、
労
働
条
件
の

主
旨
、
目
的
に
照
ら
し
格
差
は

合
理
性
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、

判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
格

差
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し

ま
し
た
。 

非
正
規
社
員
は
主
た
る
戦

力
と
し
て
郵
便
物
の
配
達
や

関
連
す
る
業
務
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。
正
社
員
の
み
で
現
在

の
業
務
を
行
う
の
は
不
可
能

で
す
。 

最
高
裁
判
所
が
憲
法
に
の

っ
と
り
、
正
義
を
作
る
機
関
で

あ
る
な
ら
ば
、
勝
利
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
次
回
は
判
決
で

１
０
月
１
５
日
東
日
本
・
西
日

本
と
も
１
５
時
に
出
さ
れ
ま

す
。 
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官
房
長
官
が
総
理
大
臣
に
な

り
、
菅
内
閣
が
誕
生
し
ま
し

た
。
自
民
党
総
裁
選
で
は
「
安

倍
政
治
」
の
継
承
と
、
め
ざ
す

社
会
像
と
し
て
自
己
責
任
を

押
し
付
け
る
言
葉
を
繰
り
返

し
ま
し
た
▼
大
企
業
と
大
株

主
の
利
益
を
追
求
し
、
貧
困
と

格
差
を
拡
大
し
て
き
た
「
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
」
、
「
憲
法
９
条
改

定
」
「
沖
縄
・
辺
野
古
へ
の
米

軍
新
基
地
建
設
」
な
ど
安
倍
政

権
の
悪
政
を
継
承
す
る
構
え

で
す
。「
森
友
・
加
計
」「
桜
を

見
る
会
」
な
ど
、
疑
惑
に
つ
い

て
は
結
着
済
み
だ
と
の
姿
勢

に
終
始
し
て
い
ま
す
▼
「
国
民

に
信
頼
さ
れ
る
政
府
を
つ
く

っ
て
い
き
た
い
」
と
語
っ
て
い

ま
す
が
、
疑
惑
に
フ
タ
を
し
た

ま
ま
で
は
国
民
の
信
頼
を
得

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
▼
官

邸
の
人
事
権
を
官
邸
が
握
る

こ
と
で
忖
度
が
生
ま
れ
、
行
政

が
ゆ
が
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

に
つ
い
て
も
反
省
は
あ
り
ま

せ
ん
▼
新
し
い
希
望
あ
る
政

治
を
つ
く
る
た
め
、
市
民
と
野

党
の
共
闘
の
力
で
自
公
政
権

を
倒
し
、
新
し
い
政
権
を
つ
く

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
飯
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高

裁

第

一

小

法

廷 

 

事前集会 〇集合時間 12

時 30 分  

 

１０月１５日（木）

１５時 

 

 

７月８日の 

全労連･東京地評争議支援行動 

２０２０年２月１４日と１８日に全国８

地裁に郵政ユニオンに所属する非正規社員

の組合員１５４名が一斉に提訴した集団訴

訟は、新型コロナウィルス感染拡大の影響

を受けて大幅な延期を余儀なくされまし

た。 

緊急事態宣言があけた６月３日に北海道

訴訟の口頭弁論が始まり、１９日に中国訴

訟、２３日に長崎訴訟、７月３日に四国訴

訟、２０日に近畿訴訟、８月２５日に福岡

訴訟と相次いで開かれ、全国の訴訟の最後

に９月３日、東日本訴訟の第１回口頭弁論

が東京地裁で開かれました。３人の原告が

意見陳述を行い、正社員との不合理な格差

に怒り、是正するために勇気を持って裁判

に立ロナウィルス感染の中、命と健康不安

を抱えつつ郵政事業の根幹を非正規社員が

担っています。しかし、その待遇は改善さ

れていません。万が一、自身が感染しても

無給の病気休暇が付与されますが、正社員

は有給の病気休暇があります。同じ業務と

責任を負い、働いていても、このような格

差を私たちは「不合理」だと考えます。新

型コロナウィルス感染拡大の中、格差是正

は待ったなしです。次回は１２月１０日木

曜日に５１０法廷で１０時からです。みん

なで裁判傍聴しよう。 

にたち上がった東日本原告５７人を代表

して行いました。 

今、コロナウィルス感染の中、命と健康

不安を抱えつつ郵政事業の根幹を非正規

社員が担っています。しかし、その待遇は

改善されていません。万が一、自身が感染

しても無給の病気休暇が付与されますが、

正社員は有給の病気休暇があります。同じ

業務と責任を負い、働いていても、このよ

うな格差を私たちは「不合理」だと考えま

す。 

新型コロナウィルス感染拡大の中、格差

是正は待ったなしです。次回は１２月１０

日（木曜日）に５１０法廷で１０時からで

す。みんなで裁判傍聴しよう。 

 

最
高
裁
に
多
く
の
組
合
員
の
結
集
を
！ 

１３時１５分 



 

 

 
  

 

私
た
ち
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
の
組

合
員
、
支
援
団
体
は
郵
政
本
社

前
で
、
郵
政
２
０
条
裁
判
の
最

高
裁
で
の
勝
利
判
決
め
ざ
し
７

０
人
で
声
を
あ
げ
て
き
ま
し

た
。
本
部
日
巻
委
員
長
は
「
正

規
社
員
と
非
正
規
社
員
の
賃
金

や
労
働
条
件
に
大
き
な
格
差
が

あ
る
。
そ
の
格
差
是
正
を
求
め

て
い
る
の
が
、
郵
政
２
０
条
裁

判
。
最
高
裁
に
も
勝
っ
て
全
て

の
非
正
規
社
員
が
安
心
し
て
働

き
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い

く
」
と
決
意
表
明
を
お
こ
な
い

ま
し
た
。 

 

続
い
て
、
集
団
訴
訟
原
告
の

練
馬
支
部
組
合
員
は
「
郵
政
２

０
条
集
団
訴
訟
の
勝
利
と
す
べ

て
の
人
々
の
明
る
い
未
来
の
た

め
に
奮
闘
し
て
い
く
」
と
支
援

を
訴
え
ま
し
た
。 

 

２
０
条
裁
判
原
告
の
浅
川
さ

ん
は
「
地
裁
、
高
裁
に
勝
っ
て

最
高
裁
。
非
正
規
社
員
の
待
遇

に
差
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
は
時
代
の
流
れ
に
な
っ

て
い
る
。
最
高
裁
で
も
勝
っ
て

更
に
前
に
す
す
め
て
い
き
た

い
」
と
決
意
を
語
り
ま
し
た
。 

（２） 
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号 

年  月 日（ ） 第  号 

    

 

本
社
前
行
動
の
支
援
に
参

加
し
て
い
た
青
年
は
、
「
こ
の

裁
判
の
成
り
行
き
は
私
た
ち

の
職
場
に
も
大
き
く
影
響
し

て
く
る
。
だ
か
ら
何
と
し
て
も

勝
っ
て
欲
し
い
」
と
言
っ
て
い

ま
し
た
。 

 

ま
さ
に
社
会
的
に
も
大
き

な
影
響
を
あ
た
え
る
裁
判
で

す
。 

 

皆
さ
ん
！ 

最
高
裁
で
の
勝
利
判
決
を
め

ざ
し
て
、
共
に
が
ん
ば
り
ま
し

ょ
う
！ 
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労契法２０条東日本･西日本最高裁判決  

   １０月１５日(木) １５時～最高裁第１小法廷 

 

最高裁前事前集会 南門付近 １３時１５分集合 

判決後 集会 １５分から２０分程度 

 

記者会見 １６時３０分 衆院第１議員会館 

報告集会 １６時３０分から１７時４５分 

衆院第１議員会館 

多くの組合員の参加を！ 

 

 

当
面
の
行
動
日
程 

 
     

 

１
０
月
３
日
（
土
）
東
京
地
本
第
９
回 

定
期
大
会 

１
０
月
１
５
日
（
木
）
郵
政
労
契
法
２
０
条 

東
日
本
・
西
日
本
最
高
裁
判
決 

１
０
月
３
０
日
（
金
）
け
ん
り
総
行
動
・
東
京

総
行
動 

１
１
月
７
日(

土)  

地
本
執
行
委
員
会 

 

１
１
月
２
０
日
（
金
）
２
０
条
裁
判
追
加
訴
訟

第
３
回
弁
論 

１
２
月
１
０
日(

木)  

集
団
訴
訟
第
２
回
弁
論 

９月１５日「すべての争議の早期全面解決・許す

な解雇・差別・労働条件の引き下げ、コロナ被害を

補償せよ」をスローガンに１７の争議団が参加し、

争議の早期解決を求めた東京地評主催の支援行動

が取り組まれました。 

 

 

 


